
①　耐震性

●　管路の耐震性

柏市では、 限られた予算や人員の中で効率的に管路の耐震化を進めるため、 「管路整備計画」 を策定し、

優先順位を定めて計画的に耐震化を推進しています。

優先的に対策を行う管路は、 基幹管路＊ （導水管＊、 送水管＊及び配水本管） や避難所等の重要給水施設

へ接続する配水管です。

管路の更新時に耐震管への布設替えを行うことで、 管路の耐震化を進めています。 令和６年度末時点で、

全管路に占める耐震管の割合は３６．３％、 耐震適合管を含めると５２．６％となっています。 基幹管路では、

耐震管率４３．９％、 耐震適合管を含めた耐震適合率は７８．５％となっています。

一方で、 重要給水施設管路の耐震管率は３７．９％、 耐震適合管を含めた耐震適合率は５４．５％にとどまっ

ています。

また、 災害時においても水道の利用を可能とするためには、 水道と下水道両方の機能を確保することが重

要です。 特に、 避難所などの重要施設に接続する上下水道管路の耐震化を重点的に推進する必要がありま

す。 国土交通省では、 上下水道事業者に対して、 上下水道耐震化計画を策定した上で、 上下水道一体となっ

た耐震化の推進を求めています。

柏市においても、 管路整備計画に基づく水道管路の耐震化を継続するとともに、 上下水道耐震化計画に

基づき、 下水道と連携を図りながら上下水道のシステム全体としても耐震化工事を推進していくことが重要

です。

１. 水道事業

01 水道施設
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（注） 耐震管とは、 管体が強靱で離脱防止継手を有する管であり、 地震などによる大きな地盤変動が起き

た場合でも、 管体が破壊されずに抜けないため、 水道管としての十分な機能を維持できるとされています。

一方、 耐震適合管は、 管体が強靱で離脱防止継手を有していない管であり、 ある程度の地盤の動きには対

応できるため、 地震の規模や地盤の種別によっては、 地震発生時でも水道管として一定の機能を維持できる

とされています。

管路の各区分における耐震管と耐震適合管の割合 

 

基幹管路、重要給水施設管路のイメージ 

 

29



●　施設の耐震性

水道施設では、 各水源地の構造物の多くがすでに耐震性を確保しています。 令和６年度時点で耐震性を有

していない施設は、 第五水源地の受水井及び第１号配水池、 岩井水源地の第１号配水池から第３号配水池の

みであり、 配水施設の耐震化率は約８８．２％です。 第五水源地の受水井及び第１号配水池は、 計画期間内に

耐震補強が完了する見通しであり、 岩井水源地の第１号配水池から第３号配水池は廃止予定であるため、 今

後構造物の耐震化率は 100％に達する見込みです。

各水源地の構造物の耐震性 

 

水源地名 構造
耐震性
の有無

RC造 150.9 ㎥ 有
ＳＵＳ 136.0 ㎥ 有
RC造 330.0 ㎥ × ２池 有
鋼板製 120.0 m/日 × ７基 無
RC造 320.0 ㎥ 有
RC造 ー 有

第１号 ＳＵＳ 3,300 ㎥ 有
第２号 ＳＵＳ 3,300 ㎥ 有
第３号 ＳＵＳ 3,800 ㎥ 有
第４号 ＳＵＳ 3,800 ㎥ 有
第５号 円形ＰＣ造 3,400 ㎥ 有
第６号 円形ＰＣ造 3,400 ㎥ 有

RC造 111.9 ㎥ 有
RC造 161.2 ㎥ 有
鋼板製 120.0 m/日 × 5基 有
RC造 207.0 ㎥ × ２池 有
RC造 166.6 ㎥ × ２池 有
RC造 ー 有

第１号 円形ＰＣ造 3,800 ㎥ 有
第２号 円形ＰＣ造 3,800 ㎥ 有
第３号 円形ＰＣ造 3,800 ㎥ 有

ＳＵＳ 105.0 ㎥ 有
RC造 274.1 ㎥ 無
RC造 332.0 ㎥ × ２池 有
鋼板製 114.0 m/日 × 4基 無
RC造 204.8 ㎥ × ２池 有
RC造 ー 有

第１号 円形ＰＣ造 4,000 ㎥ 無
第２号 円形SUS造 4,000 ㎥ 有
第３号 円形ＰＣ造 4,000 ㎥ 有
第４号 円形ＰＣ造 4,000 ㎥ 有

RC造 280.0 ㎥ 有
第１号 円形ＰＣ造 5,000 ㎥ 有
第２号 円形ＰＣ造 5,000 ㎥ 有
第３号 円形ＰＣ造 5,000 ㎥ 有

RC造 77.0 ㎥ 有
第１号 ＲＣ造 1,600 ㎥ 無
第２号 ＲＣ造 1,600 ㎥ 無
第３号 ＲＣ造 1,760 ㎥ 無
第４号 ＲＣ造 2,440 ㎥ 有
第５号 ＲＣ造 2,500 ㎥ 有
第６号 ＲＣ造 2,500 ㎥ 有

第六水源地

受水井

配水池

岩井水源地

受水井

配水池

第五水源地

着水井
受水井
沈殿池

排水池
天日乾燥床

配水池

除鉄・除マンガン装置

有効容量・処理能力

除鉄・除マンガン装置

第四水源地

着水井
受水井

沈殿池
排水池

天日乾燥床

配水池

除鉄・除マンガン装置

名称

第三水源地

着水井
受水井
沈殿池

排水池
天日乾燥床

配水池
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各水源地等の建築物は、 上下水道局庁舎を含めてほとんどが耐震性を確保しています。 第三水源地、 第

四水源地、 第六水源地、 岩井水源地の発電機室、 第五水源地の次亜塩注入機室、 ポンプ室 （自家発室、 電

気室） では耐震化が未実施であり、 浄水処理に必要な設備を保護するため、 設備更新時または建築物更新

時にあわせて建替えにより耐震性の確保が必要です。

各水源地等の建築物の耐震性 

  

耐震性
の有無
有

受変電室 有
発電機室 無
次亜塩注入機室/タンク室 有
電気室/ポンプ室 有
次亜塩注入機室/タンク室 有
受変電室 有
発電機室 無
電気室/ポンプ室 有
屋内変電所 有
次亜塩注入機室/タンク室 無
自家発室/ポンプ室/電気室 無
管理棟 有
受変電室 有
自家発室 無
ポンプ室/電気室（旧館） 有
中央監視室/電気室（新館） 有
No.1発電機室/次亜塩注入機室 有
No.2発電機室（撤去予定） 無

岩井水源地

建築構造物

上下水道局庁舎

第三水源地

第四水源地

第五水源地

第六水源地
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②　健全性

●　管路の健全性

柏市の水道管路の総延長は約 1,475 ｋｍであり、 布設から法定耐用年数である 40 年以上が経過した経

年化管路は約210 ｋｍとなっており、 計画期間中に経年化管路となる延長を含めると、 約616 ｋｍに達する見

込みです。 今後、 第四次拡張期に整備された管路が一斉に経年化することから、 年間およそ 35 ｋｍずつ経

年化管路が増加する見通しです。

経年化の進行に伴い、 破損リスクの増加や破損が発生した場合には断水リスク、 さらには経営への影響が

懸念されるため、重要な管路を優先的に更新するなど、効率的かつ計画的な更新を進めていくことが重要です。
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※経年化管路は使用年数が４０年から６０年の管路、 老朽化管路は使用年数が６０年を超過した管路 
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管路の更新までの残年数ごとの割合 

 

※更新までの残年数=更新基準年数（柏市水道事業で管種ごとに設定した実際に使用可能な年数）-布設からの経過年数
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●　施設の健全性

柏市水道事業では、 上下水道局庁舎を含む各水源地等内の土木構造物、 機械 ・ 電気設備、 計装設備など

の資産を保有しており、 総資産額は約 750億円です。

使用開始から 40 年を経過した資産のうち、 第二次拡張期、 第三次拡張期に整備された資産が 100 億円

を超えています。 さらに、 計画期間内に第四次拡張期の第三水源地～第五水源地の拡張時及び第六水源地

の竣工時の資産が40年を迎える見込みです。

これまで柏市では、 安定した給水を維持するため、 老朽化した施設 ・ 設備の更新を実施してきました。 一

方で、 今後は老朽化資産の増加に伴い、 ポンプの故障や監視設備の不具合発生のリスクが高まり、 給水の安

定性への影響が懸念されます。

現在、 約 460 億円の資産は法定耐用年数以内ですが、 約 220 億円の資産が老朽化資産 （法定耐用年

数の１．５倍の年数が経過した資産） となっており、 令和 17年度には約 280億円へ増加する見込みです。

このため、 今後も更新時期を迎える資産が増加することを踏まえ、 水供給への影響が大きい施設 ・ 設備を

優先的に更新し、 施設の健全性を維持していくことが重要です。

 

施設の取得年度別資産取得額
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更新を行わない場合の施設の健全度 

 

※経年化資産は使用年数が法定耐用年数から法定耐用年数の１．５倍の資産、老朽化管路は使用年数が法定耐

用年数の１．５倍を超過した資産 

施設・設備の更新までの残年数ごとの資産額 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

R７ R１２ R１７ R２２ R２７ R３２ R３７ R４２ R４７ R５２ R５７ R６２ R６７

健全資産 経年化資産 老朽化資産

(億円)

0

50

100

150

200

250

R6

(億円)

51年以上

31～50年

21～30年

11～20年

1～10年

要更新

更新までの残年数
300億円

35



③　更新需要

●　管路の更新需要

管路を法定耐用年数 （40 年） で更新すると仮定した場合、 令和８年度に約 640 億円の更新需要が発生

します。 これは、 既に法定耐用年数を迎えている管路が多いことを示しています。 その後も年間約 80 億円

の更新需要が継続すると見込まれ、 管路の経年化が進行している状況です。

●　施設の更新需要

上下水道局庁舎を含む各水源地等内の土木構造物、 機械 ・ 電気設備、 場内配管について、 法定耐用年数

で更新を行う場合、 令和８年度に約 310 億円の更新需要が発生します。 これは経年化が進んでいる資産の

更新需要であり、 特に機械 ・ 電気設備の更新需要が多くなっています。 これらの設備は法定耐用年数が約

15年と短いため、 約 250億円の更新需要が 15年程度の間隔で発生する見込みです。

法定耐用年数で更新を行う場合の更新需要（管路） 
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④　指標による施設評価

事業の運営状況を客観的かつ定量的に評価するため、 公益社団法人日本水道協会が定める 「水道事業ガ

イドライン」 に基づき、 業務指標 （PI） ＊のうち、 施設に関する代表的な指標を用いて現状を評価しました。

本分析における類似団体は、 経営比較分析表＊の類似団体区分と同等としており、 給水人口が 30 万人以

上で、 主な水源として浄水受水を利用する水道事業体を対象としています。

施設に関する指標を類似団体と比較した結果、 柏市は概ね良好な水準を維持しています。 レーダーチャー

トは外側に位置するほど指標値が良好であることを示しており、 多くの指標が類似団体よりも外側に位置し

ています。

法定耐用年数超過管路率や漏水率、 管路耐震管率は良好な水準にある一方で、 浄水施設＊の耐震化率及

び法定耐用年数超過設備率はやや劣っている傾向が見られます。 特に、 浄水施設の耐震化率は場内配管な

どの耐震化が遅れていることが要因と考えられるため、 構造物の耐震化完了後には場内配管の更新 ・ 耐震

化を推進していくことが重要です。

一方、 法定耐用年数超過設備率は、 法定耐用年数を超過している設備であっても使用できないことはなく、

水道施設を定期的に点検し、 部品を交換することによって、 設備機器の延命化を図っており、 結果として数

値は高くなっています。

また管路の更新率は、 令和４年度に一時的に低下したものの、 他の年度は概ね１．０％前後で推移しており、

全体としては良好な水準を維持しています。

 

指標値名 単位 H29 H30 R1 R2 R3 R4
類似団体

平均
全国平均

施設利用率 ％ 84.59 85.71 85.81 85.03 84.60 83.60 70.97 60.17

最大稼働率 ％ 91.50 93.14 94.98 96.26 92.14 90.59 78.23 73.84

漏水率 ％ 3.14 3.83 4.33 3.74 3.22 2.83 3.75 7.37

有収率 ％ 94.08 93.94 93.44 94.06 94.58 94.96 93.04 84.93

法定耐用年数超過設備率 ％ 68.81 67.80 62.20 62.20 57.79 64.71 45.70 42.39

法定耐用年数超過管路率 ％ 4.43 6.68 7.94 9.63 10.55 13.77 25.92 22.02

管路の更新率 ％ 1.32 1.28 0.64 0.93 0.83 0.58 0.91 0.53

浄水施設の耐震化率 ％ 21.48 21.48 21.48 21.48 24.22 24.22 41.34 33.89

配水池の耐震化率 ％ 77.58 82.52 85.91 85.91 85.91 88.18 78.75 46.56

管路の耐震管率 ％ 27.54 29.49 30.50 31.86 33.05 33.85 25.40 16.30

基幹管路の耐震管率 ％ 36.98 40.61 42.06 42.27 42.97 42.97 40.25 26.40

基幹管路の耐震適合率 ％ 72.72 76.00 76.36 76.58 77.00 77.00 59.61 40.13

施設に関する業務指標 （経年変化） 
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施設に関する業務指標（相対評価） 

 

※類似団体平均を１．０とした場合 

※チャートの外側に位置するほど、指標値が良好であることを示します。 
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①　危機管理マニュアル作成状況

柏市では、 平成７年１月の兵庫県南部地震を契機に、 危機管理マニュアルである 「災害 ・ 水質事故等対策

指針」 を平成７年３月に策定しました。 以降、 ６回の改定を行い、 特に平成 23 年３月の東日本大震災の経

験を踏まえ、 応急給水体制などを見直してきました。 令和３年３月の改定では、 台風などによる風水害への

対応を強化するため、 風水害編を新たに追加し、 地震 ・ 水質事故 ・ 施設事故 ・ 渇水 ・ 風水害など、 あらゆ

る災害時における迅速かつ的確な応急対策体制を整備しています。 そのほか、 令和７年３月の改定では、 降

灰対策編を追加するなど毎年度改定を行っています。

また、 「柏市地域防災計画」 との整合を図りながら、 市全体としての危機管理体制の強化を進めています。

今後も、 地域防災計画の改定や災害対応の知見の進展にあわせて、 水道事業における危機管理マニュアル

を適宜見直すことが重要です。

②　業務継続計画

柏市では、 大規模地震や感染症の流行など、 あらゆる危機的状況下においても、 水の安定供給を維持す

るため、 平成30年 10月に 「業務継続計画 （ＢＣＰ）」 を策定しました。

令和４年４月には、 水道事業と下水道事業の統合及び上下水道局庁舎の供用開始を受け、 組織体制を反

映した 「柏市上下水道局業務継続計画 （BCP）」 に改定し、 令和７年４月に最新の見直しを行っています。

業務継続計画 （BCP) は、 非常時に優先して継続すべき業務の特定や、 必要なリソースの確保方策を定

めた計画であり、 毎年の点検 ・ 更新が重要です。 また、 感染症への対応として、 令和４年４月に 「柏市上下

水道局業務継続計画 （感染症対策編）」 を策定しました。 この計画では、 「柏市上下水道局新型インフルエン

ザ等対策本部」 の設置や、 発生段階に応じた対応方針、 優先業務の明確化を定めており、 今後も上位計画

の改定や感染症の新たな知見に応じて、 適宜見直しを行う必要があります。

02 危機管理対策

地震・水質事故・施設事故・渇水・風水害・降灰等 

応急対策体制 
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③　相互応援協定の締結状況

災害時には、 他の水道事業体や民間企業との連携が不可欠です。 柏市では広域的な相互支援体制を確保

するため、 複数の水道事業体及び関係団体 ・ 民間企業と応援協定を締結しています。 これにより、 災害時に

おける応急給水や資機材提供などの応援体制を整備しています。

今後も、 可能な範囲で協定締結先を拡充し、 さらなる応援協力体制の強化を図ることが求められます。

④　応急給水設備と資機材の備蓄状況

柏市では、 災害時の応急給水活動を計画的に実施できるよう、 各水源地 （配水池） 及び市内の耐震性貯

水槽に飲料水を確保するとともに、 給水活動に必要な資機材を備蓄しています。

しかし、 災害によって水道施設が被災し、 貯留量が確保できない場合や、 道路の損傷により、 被災地への

搬送が困難となる事態も想定されます。

このため、 震災直後に確保すべき１日分の飲料水 （１人当たり３リットル） については、 市内各地に応急給

水所を分散して設置し、 給水源を確保しています。

今後は資機材の管理 ・ 点検を継続するとともに、 資機材の規格や更新時期の見直しを行い、 災害時によ

り多くの市民に水道水を届けられる体制を継続することが必要です。

＜非常用発電機＞                ＜備蓄水＞ 
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震災直後の供給可能量

項目 供給可能量 用途 

水源地の配水池貯留量 ２８，６００ ㎥ ＋ 井戸揚水量 飲料水 ＋ 生活用水 

耐震性貯水槽 ６００ ㎥ 飲料水 

※１ ㎥＝１，０００リットル （令和７年３月 柏市地域防災計画資料編より）

＜他事業体への応援の様子＞ 

＜応急給水設備＞ 

資機材の備蓄状況 

資機材 備蓄量 備考 

給水車 5 台 

給水袋（6 リットル） 200 枚×約 580 箱 市内の防災倉庫に備蓄 

貯水槽タンク 22 基 市内の防災倉庫に備蓄 

組立式給水タンク 8 基 市内の防災倉庫に備蓄 

※令和７年度時点の備蓄状況。 

41



災害時応急給水所一覧 

  

※給水タンク設置による給水所については、道路などの被害状況によっては設置出来ない場合もあります。 
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①　水質管理

柏市では、 安全で良質な水道水を安定的に供給するため、 毎年度 「水質検査計画」 を策定 ・ 公表し、 水

質管理を実施しています。

原水＊や浄水＊の水質検査は、 北千葉広域水道企業団への委託を基本とし、 一部の項目 （ダイオキシン類な

ど） は登録検査機関に委託しています。

また、 市内 10 か所で色度 ・ 濁度 ・ 残留塩素＊の 24 時間自動監視を実施し、 各水源地の管末給水栓５か

所において、 水質基準項目や管理目標設定項目などの定期検査も行っています。

水源から給水栓までの一連の水質管理体制を強化するため、平成29年度に「水安全計画」を策定しており、

水質基準項目や基準値、 水質管理目標設定項目や目標値の変更などに合わせて、 今後も計画の見直しを継

続していくことが重要です。

②　原水水質

柏市の原水は主に地下水であり、 その特徴として、 地層の影響によりマンガン濃度や色度が比較的高い傾

向があります。

一部の水源では、 マンガンや色度が水質基準値を超える場合もありますが、 浄水処理によりこれらは適切

に除去されており、 浄水ではすべての項目で水質基準を満たしています。

また、 PFOS ＊ ・PFOA ＊など新たに注目されている化学物質についても、 北千葉広域水道企業団への検

査委託を通じて継続的に監視しています。

今後も、 原水の水質を定期的に測定し、 早期検知と適切な対応による安全な水道水の確保に努めていくこ

とが必要です。

③　浄水水質

柏市の水道水のうち、 約８割は北千葉広域水道企業団からの受水によるものであり、 高度浄水処理によっ

て常に良好で安定した水質が保たれています。

また、 第三水源地、 第四水源地、 第五水源地では、 色度を低下させるために、 除鉄・除マンガン処理を行っ

ています。

このような浄水処理の結果、 柏市で供給されるすべての水道水は、 水道水質基準に適合しており、 安全性

が確保されています。

今後も、 原水の水質変化や浄水処理施設の運転状況を継続的に監視し、 安全でおいしい水の安定供給を

維持することが重要です。

03 水質
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④　給水装置

●　直結給水の状況

柏市では、 配水管から直接給水する、 直結給水方式が普及しています。 この方式は、 貯水槽を介さない

ため水質がより衛生的に保たれ、 貯水槽の維持管理も不要という利点があります。 一方で、 停電や事故など

で給水が停止した際には、 貯留水がないため一時的に断水となる可能性があります。 直結給水には、 配水管

から直接給水する直結直圧給水と、 増圧ポンプを介して給水する直結増圧給水の２つの方式があります。

柏市では建物の高さや水圧条件などの基準を満たす場合に直結給水を認めており、 特に３階建て以上の建

物では直結給水方式の採用件数が令和元年度と比べると２倍程度に増加しています。

今後も安全性を確保しつつ、 効率的な給水方式の普及を進めていくことが重要です。

●　貯水槽水道の管理

貯水槽水道は、 配水管から一旦貯水槽に水道水をため、 その後建物内に給水する方式です。 停電や事故

の際にも、 貯水槽の水を一時的に使用できる利点がある一方で、 設置者による適切な維持管理が行われな

い場合には、 水質の悪化を招くおそれがあります。

このため、 柏市では貯水槽の設置者に対し、 定期的な清掃や点検の実施など、 適正な維持管理の徹底を

呼びかけています。

特に近年は、 ３階建て以上の建物における貯水槽の設置数が増加しており、 水質の安全確保のために、 維

持管理の重要性を広く周知していく必要があります。

３階建て以上の直結給水実施建物数の推移 
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●　鉛製給水管の状況

鉛製給水管＊は、 管内で水が長期間滞留すると鉛が溶出することが報告されており、 健康への影響が懸念

されています。 このため、 柏市では、 鉛製給水管の更新に努めており、 残存件数は着実に減少しています。

ただし、 水道メーター以降の管 （住宅内部の給水管） は利用者の管理区分に含まれるため、 利用者による

更新が必要となります。

このため、 市では今後も、 鉛製給水管の更新に関する情報提供や注意喚起を継続的に行うことが必要です。

鉛製給水管残存件数の推移 
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柏市水道事業の経営比較分析表 （令和５年度決算） に基づき、 主要な経営指標を用いて現状の

分析と課題を整理しました。

なお、 経営比較分析表における類似団体区分は 「A １区分」 （給水人口30万人以上） です。

①　財務の状況

収益的収支は 20億円前後の黒字を維持しており、 経営は概ね良好な状況にあります。

しかしながら、 今後は物価の更なる高騰や老朽化施設の増加などが懸念されることから留意が必要です。

04 経営状況

財務状況の推移 
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経常収支比率＊は、 100％を上回っており、 類似団体より高い水準を維持しています。

流動比率＊は 800％を超え、 十分な財務余力を確保しています。

企業債残高対給水収益比率＊の水準は低く、 企業債の借入額を事業規模に対して少なく抑えられています。

②　経営の安定性

水道事業は、 水道料金を主な収入源として事業を運営する独立採算制が原則とされています。 このため、

料金回収率＊や給水原価＊の動向は経営の安定性を示す重要な指標です。

料金回収率は直近５年間 100％を上回っており、 安定した経営を維持しています。

給水原価＊は、 類似団体より低い水準にありますが、 電力費や物価の高騰により上昇傾向にあります。 今

後も経費の削減に努めながら給水原価の上昇を抑制し、 事業の運営を行っていく必要があります。

これらの指標から、 現在の水道事業は収益、 資金の両面で安定した経営を維持していることがわかります

が、 今後は水需要の減少や物価の高騰などの影響により、 安定性が低下するおそれがあります。 また柏市が

供給する水道水の多くが北千葉広域水道企業団からの受水によって賄われており、 その受水費の高騰も経営

に大きな影響を与えます。 これらの状況を常に把握し、 経費の削減や適正な料金水準への改定について検討

を行いながら、 持続的な事業運営に努めていくことが必要です。

経常収支比率                      流動比率 

企業債残高対給水収益比率 

R1 R2 R3 R4 R5
当該値 127.24 126.61 124.78 123.76 120.90
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③　経営基盤の効率性

施設運用の効率性を示す施設利用率＊や、 収益効率を示す有収率＊は、 事業運営の安定性を測るうえで重

要な指標です。

施設利用率は 80％を超え、 効率的に運用されていますが、 施設能力に余裕が少ない状況です。

今後は、 水需要の動向を注視し、 施設の更新の際には適切な施設能力を確保していく必要があります。

有収率は 95％前後で安定しており、 良好な水準が維持されています。

今後も、 管路の更新を継続することで、 維持していくことが重要です。

料金回収率 給水原価 

R1 R2 R3 R4 R5
当該値 124.52 124.73 122.58 117.99 107.4

平均値 107.42 105.07 107.54 101.93 102.36
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